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※最新の情報は事業課までご連絡ください。

※その他
　耐火金庫、ピアノ、LPガスボンベ、注射針、土砂石、がれき、
レンガ、かわら、石油類、建具、車の装備品等。

　全ての品目については掲載できません。掲載されていない品目に
ついては、排出前に必ず事業課にご相談ください。

事業活動に伴って生じたごみのうち、廃棄物処理

法で定められた品目については、自らの責任にお

いて処理するか産業廃棄物処理業者に依頼してく

ださい。

〇産業廃棄物

タンス、ふとん等、小型複雑ごみの

大きさを超えるもの（一辺が60cm

以上のもの）で収集処理できるもの

「不用品」と貼り紙して、そのまま

出してください。

燃えないもの及び燃えるものと燃え

ないものの混成品で60cm未満のもの

電池、蛍光灯、水銀体温計等有害な

物質を含むもの又は取扱いに注意を

要するもの

使い切って出してください。
（危険ですので、穴を開けたり、潰し
たりしないで出してください。）

＊モバイルバッテ
リー・充電式電池・
ボタン型電池は販
売店又はリサイクル協力店で引取っ
てもらってください。

＊注射針や血糖値測
定用穿刺針などは、
感染症等の恐れが
あるため収集でき
ません。

＊刃先を紙などに包ん
で出してください。

簡易ガスボンベ
（カートリッジ式）

スプレー缶

小さなスチール家具類

瀬戸物等の食器類

クリスタル・耐熱ガラス・
板ガラス・コップ・割れたびん

鍋、やかん等の
金属製品

ハサミ、包丁 水銀体温計

蛍光灯

電池類

ライター

有害危険ごみ用コンテナの横に置いて
ください。

販売店又は処理業者へ問い合わせてください。

電池は必ず抜いて有害危険

ごみへ出してください。

小さな物は袋等に入れて

出してください。


